








































研究室等整理番号

引渡年月日 年 月 日

TEL

※センター 処理状況

A

個 L

B

個 L

C

個 L

D

個 L

E

個 L

F

個 L

G

個 L

H

個 L

I

個 L

J

個 L

K

個 L

─１ 可燃、不燃 kg

─２ 可燃、不燃 kg

─３ 可燃、不燃 kg

─４ 可燃、不燃 kg

─５ 可燃、不燃 kg

─６ 可燃、不燃 kg

※センター
整理番号

※センター
受取者職・氏名

（注意） １　ブロック番号については、廃液等の指定回収場所の番号を記入すること。
　　　　　２　摘要欄への記入については、秋田大学有害廃棄物暫定処置指針に従い、含有する全ての成分を記入のこと。
　　　　　３　無機系廃液及び有機系廃液では容器（１０リットル）の個数と排出量(L)を、
　　　　　　　有機固形廃棄物は排出量（ｋｇ）を記入のこと。
　　　　　４　有機固形物廃棄物は、L-1～6に分けて、かつ可燃性及び不燃性に区分すること。
　　　　　５　研究室等は太枠部分を記入し、その他（※）はセンターが記入すること。

有 機 系

そ の 他

シ ア ン 系

ﾌ ｯ 素 ・ ﾘ ﾝ 酸 系

ハ ロ ゲ ン 系 廃 溶 剤

難 燃 性 有 機 廃 液

有
害
固
形
廃
棄
物

L

水 銀 系

重 金 属 系

有
機
系
廃
液

可 燃 性 廃 溶 剤

廃 油

無
機
系
廃
液

水 銀 系 廃 液

シ ア ン 系 廃 液

フ ッ 素 ・ リ ン 酸 系 廃 液

酸 及 び ク ロ ム 混 酸 廃 液

重 金 属 系 廃 液

ア ル カ リ 系 廃 液

写 真 定 着 廃 液

研 究 室 等 名

責任者職・氏名

廃　液　等　分　別　収　集　区　分 摘　　　　　　　　　要 個数 排出量

廃　液　等　引　渡　伝　票

ブ ロック番号 (プルダウンリストから選択ください)
部局・

別紙様式第 1 号                                別紙様式第 2 号 

 

年 月 日

責任者職・氏名

区　　分

排出量 L L kg

約 % 約 %

約 %､ ppm 約 %､ ppm

 研 究 室 等 名

(プルダウンリストから選択して下さい)

廃 液 等 貯 留 容 器 表 示 札

分別収集区分 引渡年月日

部局・ TEL

　　この廃液等は、下記内容に相違ありません。
　　また、核燃料物質，放射性物質は混入しておりません。
　　排出者として責任を負いますので、処理方お願いします。

廃
　
液
　
等
　
の
　
明
　
細

無 機 系 廃 液 有 機 系 廃 液 有害固形廃棄物

主な成分
の名称
及び

その割合

少量成分
の名称
及び

その割合

pH

（注意） １表示札への記入については、秋田大学有害廃棄物暫定処置指針を参照すること。
　　　　 ２廃液等の明細欄については、排出者が責任を持って記入すること。
　　　　 ３研究室等は太枠部分を記入し、その他（※）はセンターが記入すること。

発生の経緯、
取扱い上の
注意事項等

※センター
処理状況
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３．実験系廃棄物処理の概要 

３．１ 実験系廃棄物の回収要領 
（１）回収場所と回収時間 
分別保管されている廃棄物の指定回収日（以下、「回収日」という。）は、原則として各月第三金曜日とする。
環境安全センター担当（以下、「担当」という。）は年次の回収予定表を作成し、4 月第一週までに各部局に公
開する。回収予定表を修正した時、直近の回収日の 2 週間前までに各部局に周知する。廃棄物の指定回収場
所、回収時間等を表１０に示す。 
（２）回収方法 
 ・同回収場所・時間までに廃液等廃棄物を搬出し、担当に廃棄物を廃液等引渡伝票で確認し、廃棄物処理
業者に引き渡すものとする。この際トラックへの廃棄物の積荷作業は、排出部局担当者が責任を持って行う
ものとする。 
 ・各研究室・講座等（以下「研究室等」という。）は、回収日の一週間前までに廃液等の排出量と配付容器
の必要数を担当へ連絡する。 
 ・試薬は回収しない。研究室等は、廃液等の分別集計区分や廃棄方法等について不明な場合、担当へ問い
合わせる。 
 ・担当は、回収を実施できない場合に研究室等へ回収の延期を伝える。延期日は次週金曜日を原則とする。 
 ・表１１には大学において発生する主な廃棄物の種類と処理方法の概要を示す。 
 
３．２ 実験系廃棄物の処理システム 
 ３．２．１ 廃棄物処理施設の概要 
 本処理施設設備は日本電気環境エンジニアリング（株）製で、研究機関特有である多様な廃液・廃棄物に
対処できるよう、個別処理系、一括処理系、あるいは燃焼処理系を整備し、各所に安全装置、水質チェック
槽及び各種リターン等を整備した。水質汚濁防止法の改正により、鉛、ヒ素の排出基準が厳しくなり、新た
にトリクレン、パークレンなどの有機物質の規制対象に加えられた。人の健康に係わる規制項目では、セレ
ン及びその化合物も対象になっており、将来的にも、法に云う監視項目（クロロホルム、農薬など将来規制
の対象となるもの２５項目）にも対処しなければならない。当該設備ではフェライト反応槽の前処理用反応
調整槽を設けており、COD 制便の分解処理はもとより、特殊廃液の処理実験等をも実施できるよう配慮され
ている。新設建物の床面積は一回が 268.6 ㎡、2 階が監視室、分析室の計 97.6 ㎡で、既設事務室等 132 ㎡と
合わせると総床面積が 498.2 ㎡である。図１に、秋田大学環境安全センターの平面図を、また、無機系及び
有機系廃液処理フローの概要を図２に示す。 
 

３．２．２ 廃液等処理システムの概要 
Ⅰ．無機系廃液システム 
一般に、多種の有害物質を複雑な組成で含有する実験系濃厚廃液を一括で処理することは困難で、また危

険であり、完全な廃液処理を行うためには、実験系廃液を適正に分別回収し、前処理を含めた高度の処理技
術を組み合わせて処理することが必要である。 

 
Ⅰ−１シアン系廃液処理 

 遊離シアン（NaCN、KCN）は次亜塩素酸ナトリウムによるアルカリ塩素法によって酸化分解する。また、
Zn、Cu、Cd 等の比較的安定度の小さい易分解性シアン錯体も、反応時間を長く採ることにより処理可能で
ある。しかし、フェロシアン等の極めて安定な錯シアンは別途、焼却等によって処理する。 
 

−２０− 







表１０ 指定回収場所と回収時間 
 

番号 指定回収場所  予定時間 
1 総合研究棟─地方創生センター２号館ピロティ（１F) 9：10 
2 理工学部４号館 建屋吹き抜け通路（１F） 9 : 30 
3 実習工場 東側 10 : 10 
4 理工学部２号館 G 棟北側ピロティ 10：30 
5 教育文化学部３号館 北側玄関（一般教育）２号館側 10 : 40 
6 国際資源学部１号館 正面玄関 10 : 50 
7 鉱業博物館入り口 11 : 10 
8 医・臨床医学研究棟─管理棟横のピロティ（１F) 11 : 30 
9 医・基礎講義棟 東側玄関 11 : 50 
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